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１ はじめに－地区計画制度とは 

� 用途地域では決められない 

 きめ細かいルールを定めます 

 

 

� 用途地域で決められた基本的な 

 ルールを守ります 

奈坪ニュータウン地区の�

まちづくりのルール 

 

 

 

 奈坪ニュータウン地区は，河内地区の市街地のほぼ北部に位置する閑静な住宅地奈

坪台団地に隣接する住宅地で，日常生活に必要な品物の買い物ができるなど便利さを

そなえながら，閑静でゆとりとうるおいある住みよい住宅地を目指している地区です。 

 住みよい住宅地を将来にわたって担保するためには，都市計画法に基づく用途地域

などがありますが，これは都市全体を視野に入れたマクロな計画であるため，住民皆

さんの身近なそれぞれの地区でどのような〝まちづくり″をしていくかといった点で

は，十分ではありません。 

 そこで，自分たちが将来にわたって住んでいく〝まち″はどのようなものが望まし

いか建物の用途や形，色彩などがどのようなものがよいか，垣根は何がよいかなど地

区の特性に応じてきめ細かく決めることができる『地区計画』を都市計画に定めるこ

とによって，身近な〝まちづくり″を実現しようとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

『地区計画』が都市計画として決定されますと，その区域で建築等を行うときには，

地区計画で定められた内容に沿って建築していただくことになります。 

 

このパンフレットは，平成 9 年 5 月 15 日に決定された「河内町奈坪ニュータウン

地区地区計画」の内容を知っていただくためのものです。新しくお住まいになる皆さ

んが協力して，みどり豊かな，快適なまちづくりを進めていただく時の参考になれば

幸いです。 



２ 地区計画の内容 

◆ 土地の利用の方針 ◆ 

 

 

 

 地区計画は，次のような構成になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 河内町奈坪ニュータウン地区地区計画は，住宅供給公社が開発する奈坪ニュータウ

ンとその周辺の一部を含んだ地区を区域としておりますが，この区域では一戸建ての

住宅を中心として，一部に日常生活に必要な買い物ができる地区を配置することとし

ています。 

 

 

 

 

地 区 名 地 区 の 概 要 

住 居 専 用 地 区 Ⅰ 一戸建て住宅を中心とする地区 

住 居 専 用 地 区 Ⅱ  共同住宅・保育所・診療所が建築できる地区 

住 居 地 区  幹線道路に面して小規模な専用店舗等を建築できる地区 

沿 道 整 備 地 区  3,000 ㎡以下の専用店舗・事務所等を建築できる地区 

工 業 地 区  工場などのみ建築でき，一般の住宅は建築できない地区 

 
区域の整備・

開 発 お よ び

保全の方針 

まちづくりの全体構成を定めるものであり，地区計

画の目標や，土地利用の方針などを，まちづくりの

方針として定めます。 

 
 
 

地区 

整備計画 

まちづくりの具体的内容に定めるものであり，「地

区計画の方針」に従って，地区計画区域の全部また

は一部に，地区施設（道路，公園，広場など）の配

置や，建築物等に関する制限（建築物等の用途の制

限，壁面の位置など）を詳しく定めます。 

（まちづくりの目標）

（まちづくりのルール）































 

４．新築や増改築の際の手続き 

地区計画区域内に建築物を建築したり宅地造成等を行う場合には届出をし

ていただき，地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかどうかを判断い

たします。 

 

             届出が必要な行為は，次のとおりです。  

   

 

行   為 内  容  の  説  明 

（１）土地の区画形質 

の変更 
 切土や盛土，区画などの変更をいいます。 

（２）建築物の建築 

又は工作物の建築 

 建築物には，家屋はもちろん車庫，物置，建築物に附属す

る門や塀などが含まれます。 

 ｢建築｣とは、新築，増改築，移転，修繕のことをいいます。

 ｢工作物｣とは，垣，さく，塀，門，広告塔，看板などをい

います。 

（３）建築物の用途の変更 建築物を他の用途の利用に変更することをいいます。 

（４）建築物等の形態 

又は意匠の変更 

 建築物等の屋根・外壁の色彩の変更や擁壁の形質の変更，

垣又はさくの構造の変更などをいいます。 

（５）木竹の伐採 

 通常の管理行為（間伐、整枝等木竹の保育のための伐採、

枯損または危険な木竹の伐採，自家の生活のために必要な伐

採等）の範囲を越えて木竹を伐採する場合をいいます。 

 

 

届出の必要な行為



 

 

  

 

本市の地区計画制度の運用上，地区計画に適合していることが確認できない場合，届け

出は受理できません。地区計画の届出が受理できない場合，確認申請を受けられない場合

があります。 

 

 

 

 

               次の書類を添えて、建築指導課まで届け出てください。 

 

 

１． 届出書類 

（１） 地区計画の区域内における行為の届出書 ２通（正１・副１）１６頁参照 

※用紙は宇都宮市のホームページから入手できます。 

（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/）。 

（２） 設計図書 

１７頁の「届出書に必要な添付図書」により指定された図面を，上記の（１）届

出書に添付してください。 

 

２． 届出先 

   宇都宮市都市整備部建築指導課   ℡０２８-６３２-２５７６ 

 

３． 届出時期 

  工事（行為）着手日の３０日前までに届け出てください。 

  なお、設計や施工方法などを変更した場合は、上記１の（１）から（２）までの書類・

図面を再度提出していただくことになります。 

 

 

 

 

地区計画に適合しないと・・

届出の方法 

届出から工事着手まで

18 奈坪ニュータウン地区



届出書の書き方 

 
 届出書は、下記の例を参考に書いてください。 



届出書に必要な添付図書 
 届出に必要な図書は，下記のとおりです。 

行 為 の 種 別 図 書 縮 尺 備 考 

（１）土地の区画形質

の変更 

区 域 図 1/1000 以上 

当該土地の区域並びに当該区

域及び当該区域の周辺の公共

施設を表示 

設 計 図 1/100 以上 造成計画図及び断面図 

（２）建築物の建築又

は工作物の建設 

 

（３）建築物等の用途

の変更 

付 近 見 取 図 1/1000 以上 
方位，道路及び目標となる地

物の表示 

配 置 図 1/100 以上 

敷地内における建築物の位置

を表示(境界から壁面までの

距離を記入) 

立 面 図 

（ ２ 面 以 上 ） 

各 階 平 面 図 

1/50  以上 

建築物の高さ，軒高、道路面

から地盤面までの高さ，外

壁・屋根・野外広告物の色彩

を表示 

※垣，さくの設置 

平 面 図 
1/100 以上 

垣又はさくを設置する場合，

配置図を基に，門，垣，塀，

植栽などを記載したもの 

※垣，さくの設置

立 面 図
1/50  以上 

垣又はさくの構造，高さを表

示 

（４）建築物等の形態

又は意匠の変更 

付 近 見 取 図 1/1000 以上 

（２）（３）の備考参照 

配 置 図 1/100 以上 

立 面 図 1/50  以上 

※垣，さくの設置

平 面 図
1/100 以上 

※垣，さくの設置

立 面 図
1/50  以上 

 

※ １．必要に応じて，その他参考となるべき事項を記載した図書を添付してください。 

 ２．届出書の体裁は，添付図面をＡ４版に折り，届出書を表紙につけて，左とじにし

て提出してください。 

 

 



 
 

都市計画河内町奈坪ニュータウン地区地区計画を次のように決定する。 

名    称 河内町奈坪ニュータウン地区地区計画 

位    置 宇都宮市中岡本町の一部 

面    積 約２５．６ｈａ 

区

域

の

整

備

・

開

発

お

よ

び

保

全

の

方

針 

地 区 計 画 の 目 標

本地区は，河内地区の市街地の北部で，開発が進行している区域に位置し，地区の大部
分を住宅供給公社が計画的に開発する地区である。 
本地区においては，住民の日常生活に必要な利便施設の立地を一部許容しながら，既存

の自然林を生かしたゆとりとうるおいのある低層・低密度な住宅地を創出し，建築物の用
途の混在化や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を防止することで，安全で快適な住
宅地としてふさわしい市街地の形成を図るものとする。 

土 地 利 用 の 目 標

地区を，閑静な低層・低密度な住宅地にふさわしい住宅専用地区Ⅰ及び住宅専用地区Ⅱ，
専用店舗や公益的施設等が立地できる住宅地区並びに専用店舗や専用事務所等が立地で
きる沿道整備地区，更に工場等が立地できる工業地区に区分し，地区の機能や特性に応じ
た合理的な土地利用を図る。 

地区施設の整備方針

補助幹線道路（幅員 16ｍ）を地区中央部分の東西方向に配置し，これを中心に区画道路
（幅員 4～15ｍ）及び歩行者専用道路（幅員 2～4ｍ）を配置し整備する。公園緑地につい
ては，住環境の確保を図るため墓地の周辺，工業団地との隣接地に配置するとともに歩行
者自転車専用道路 8・7・102 号ふれあい通りと一体となるよう沿道部分に配置し，隣接す
る既存の団地のゆうすい公園とネットワークするよう整備する。 

建築物等の整備方針

閑静で快適な居住環境と良好なコミュニティーを形成・維持するとともに，日常生活に
必要な利便施設を誘導するため，地区の特性に応じ，建築物等の用途，建築物の敷地面積，
建築物の高さ，壁面の位置，建築物等の形態もしくは意匠の制限及びかき又はさくの構造
の制限を行う。また，敷地内には適正な規模の駐車スペースを確保する。 

地

 

区

 

整

 

備

 

計

 

画

地

区

施

設

の

配

置

及

び

規

模

種 類 名    称 幅    員 延    長 摘    要

道 路

補 助 幹 線 道 路 １６．０ｍ 約  ５３０ｍ 歩道付き 

区 画 道 路 １５．０ｍ 約  １１０ｍ 歩道付き 

区 画 道 路  ９．０ｍ 約１，３２０ｍ 歩道付き 

区 画 道 路  ８．０ｍ 約   ３６ｍ  

区 画 道 路  ６．０ｍ 約２，７１０ｍ  

区 画 道 路  ５．０ｍ 約２，１００ｍ  

区 画 道 路  ４．０ｍ 約   ２２ｍ  

歩 行 者 専 用 道 路 ２．０ｍ～４．０ｍ 約  ４１０ｍ  

公 園 等

名 称 箇 所 数 面 積  

公 園 ・ 緑 地 ９箇所 約 ３．８ｈａ   

 

５．河内町奈坪ニュータウン地区地区計画（計画書） 



 
 

 
 

 
「
区

域
は
計

画
図
表

示
の
と

お
り
」

 

地  区  整  備  計  画 

建 築 物 等 に 関 す る 事 項 

地
区
の
区
分

 
住
宅
専
用
地
区
Ⅰ

 
住
宅
専
用
地
区
Ⅱ

 
住
宅
地
区

 
沿
道
整
備
地
区

 
工
業
地
区

 

面
 
 
 
積

 
約
１
２
．
７
ｈ
ａ

 
約
３
．
６
ｈ
ａ

 
約
５
．
６
ｈ
ａ

 
約
３
．
１
ｈ
ａ

 
約
０
．
６
ｈ
ａ

 

建
築
物
等
の
用
途
の

制
限

 

 
次
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
は
建
築

し
て
は
な
ら
な
い
。

 
1.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

い
）

項
第

1
号
，
第

2
号
及
び
第

9
号

に
掲
げ
る
も
の

 
2.
 
地
区
公
民
館

 
3.
 

前
各

号
の

建
築

物
に

附
属

す
る

も
の

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

13
0
条
の

5
で
定
め
る
も
の
を
除

く
）

 

 
次
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
は
建
築

し
て
は
な
ら
な
い
。

 
1.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

い
）

項
第

1
号
か
ら
第

3
号
ま
で
，
第

6
号
，
第

8
号
及
び
第

9
号
に
掲

げ
る
も
の

 
2.
 
地
区
公
民
館

 
3.
 

前
各

号
の

建
築

物
に

附
属

す
る

も
の

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

13
0
条
の

5
で
定
め
る
も
の
を
除

く
）

 

 
次
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
は
建
築

し
て
は
な
ら
な
い
。

 
1.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

い
）

項
第

1
号
，
第

2
号
，
第

8
号
及

び
第

9
号
に
掲
げ
る
も
の

 
2.
 
地
区
公
民
館

 
3.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

は
）

項
第

5
号
に
掲
げ
る
も
の

 
4.
 

前
各

号
の

建
築

物
に

附
属

す
る

も
の

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

13
0
条
の

5
で
定
め
る
も
の
を
除

く
）

 

建
築
基
準
法
別
表
第
二
（
ほ
）
項

に
掲
げ
る
も
の
の
外
，
次
に
掲
げ
る

建
築
物
は
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
1.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

い
）

項
第

5
号
及
び
第

7
号
に
掲
げ
る

も
の

 
2.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

は
）

項
第

2
号
に
掲
げ
る
も
の

 
3.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

に
）

項
第

2
号
か
ら
第

6
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の

 
4.
 
単
独
車
庫

 
5.
 

倉
庫

（
主

た
る

建
築

物
に

附
属

す
る
も
の
を
除
く
）

 

建
築
基
準
法
別
表
第
二
（
わ
）
項

に
掲
げ
る
も
の
の
外
，
次
に
掲
げ
る

建
築
物
は
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
1.
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

に
）

項
第

6
号
に
掲
げ
る
も
の

 
   

建
築
物
の
延
べ
面
積

の
敷
地
面
積
に
対
す

る
割
合
の
最
高
限
度

 
８
／
１
０

 
１
０
／
１
０

 
２
０
／
１
０

 

建
築
物
の
敷
地
面
積

に
対
す
る
割
合
の
最

高
限
度

 
５
／
１
０

 
６
／
１
０

 

敷
地
面
積
の
最
低
限

度
 

 
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
利
用
す
る

宅
地
面
積
の
最
低
限
度
は

18
0
平
方

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 

建
築
物
の
敷
地
と
し
て
利
用
す
る

宅
地
面
積
の
最
低
限
度
は

16
5
平
方

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

 

建
築
物
の
敷
地
と
し
て
利
用
す
る
宅
地
面
積
の
最
低
限
度
は

18
0
平
方
メ

ー
ト
ル
と
す
る
。

 
 

建
築
物
の
高
さ
の
制

限
 

建
築
物
の
最
高
の
高
さ
は

10
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。

 
 
建
築
物
の
最
高
の
高
さ
は

15
メ

ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。

 
 

壁
面
の
位
置
の
制
限

 

 
建
築
物
の
外
壁
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
か
ら
道
路
境
界
線
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距
離
は

1.
0
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
た
だ
し
，
外
壁
等
の
後
退
距
離
の
限
度
に
満
た
な
い
距
離
に
あ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

 
1.
 
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
中
心
線
の
長
さ
の
合
計
が

3
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と

 
2.
 
車
庫
，
物
置
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
し
，
軒
の
高
さ
が

2.
3
メ
ー
ト
ル
以
下
で
，
か
つ
，
床
面
積
の
合
計
が

5
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る

こ
と

 

 
建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
柱
の
面
か
ら
，
道
路
境
界
線
ま
で

の
距
離
は

1.
0
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

建
築
物
等
の
形
態
若

し
く
は
意
匠
の
制
限

 
1.
 
建
築
物
の
外
壁
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
及
び
屋
根
並
び
に
工
作
物
の
色
彩
は
，
刺
激
的
な
原
色
を
避
け
た
落
ち
着
き
の
あ
る
色
調
と
す
る
。

 
2.
 
広
告
物
及
び
看
板
類
は
，
刺
激
的
な
色
彩
，
形
態
及
び
装
飾
の
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 

か
き
又
は
さ
く
の
構

造
の

 
制
限

 

 
宅
地
に
設
け
る
塀
の
構
造
は
原
則
と
し
て
生
垣
と
し
，
生
垣
の
仕
上
り
高
は

1.
8
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
，
隣
地
と
の
境
界
部
分
に
つ
い
て
は
，

透
視
可
能
な
フ
ェ
ン
ス
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
基
礎
を
構
築
す
る
場
合
は
，
そ
の
高
さ
を

0.
6
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
，
全
体
の
仕
上
り
高
は

1.
5
メ
ー
ト
ル

以
下
と
す
る
。

 

 
道
路
境
界
線
に
接
す
る
塀
の
構
造

は
，
原
則
と
し
て
生
垣
と
す
る
。

 

備
 
 
 
考

 
 



◇河内町奈坪ニュータウン地区地区計画（計画図）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご意見ご相談がありましたら 
下記までお問い合わせ下さい。 

宇都宮市都市整備部建築指導課 
℡０２８－６３２－２５７６ 

 

宇都宮市都市整備部都市計画課 
℡０２８－６３２－２５６５ 

 
平成３０年３月改正                      


